
募集公告 
 

ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通計画改定及び実証事業 

支援業務に係る提案書の募集について  

 

ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通計画の改定及び人と地域をつなぐ公共ライドシェ
ア連携事業（以下、実証事業）支援業務に向けた一体的な業務について、提案書（プロポーザ
ル）を募集しますので参加希望者は下記の事項に従い応募してください。 
 

ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会会長 
 
 １ 事業の目的  

JR 関西本線（加茂以東）沿線の笠置町・和束町・南山城村において、鉄道を基軸とした持
続可能な地域公共交通の構築に向け、地域公共交通計画の改定および公共ライドシェアの実証
事業を実施します。 
 
 ２ 業務概要  

（１）業 務 名   ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通計画改定及び実証事業支
援業務  

（２）業 務 内 容  以下仕様書のとおり 
仕様書①「JR 関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通計画改定業務仕様書」   
仕様書②「人と地域をつなぐ公共ライドシェア連携事業支援業務仕様書」    

（３）履 行 期 間  契約締結日から令和９年３月１９日まで  
（４）提案上限額   26,000 千円（消費税及び地方消費税を含む。）  
          【内訳】仕様書①：8,000 千円 仕様書②：18,000 千円 

 
３ 参加資格  

（１）企画提案に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。  
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこ 

と。  
（３）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項又は第２項の規定による再  

生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同法第３３条第１項の 
再生手続き開始の決定を受けた者を除く。）、会社更生法（平成１４年法律第１５４号） 
第１７条第１項又は第２項の規定による更正手続開始の決定を受けた者を除く。）、金融
機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められ
る者でないこと。  

（４）本協議会を構成する自治体の地方税、法人税及び消費税等の滞納をしている者でない 
こと。  

（５）企画提案募集に係る公告の日から企画提案の特定の日までの期間に、本協議会を構成 
する自治体※の指名競争入札において指名停止措置を受けていないこと。       
※京都府、笠置町、和束町及び南山城村  

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下
「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しな
いほか、次に掲げる者（次のいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後
２年間を経過しない者を含む。）に該当しないこと。  

ア 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 
イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員で 

ある者又は暴力団員がその経営に関与している者  
ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を 

もって暴力団の利用等をしている者 
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積

極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者  
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者  



カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者  
キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しようとする者  

（７）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそ
れのある団体に属する者（その事実がなくなった後２年間を経過しない者を含む。）
に該当しないこと。 

 
 ４ 参加手続  

（１） 事務局及び問い合わせ先  
〒619-1303 京都府相楽郡笠置町笠置西通 90-1(笠置町希望のまち推進課内) 

               ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会事務局 
  電話 0743-95-2327  FAX 0743-95-2961 

 メールアドレス kibou@town.kasagi.lg.jp 
応募書類等の配布  

ア 配布期間：公募開始日～令和８年５月１５日（金）  
（土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで）  

イ 配布場所及び受付場所  
京都府（交通政策課）、笠置町（希望のまち推進課）、和束町（まちづく
り応援課）及び南山城村（総務財政課）の窓口で配布するほか、各自治
体ホームページからダウンロードできる。  

（２） 応募書類の提出期限、提出場所及び提出方法  
ア 提出期限：公募開始日～令和８年５月１５日（金）  

※提出期限後に到着した応募書類は無効とする。  
イ 提出場所：（１）に同じ。  
ウ 提出方法：持参（平日の午前９時～午後５時まで）又は郵送（書留郵便に限る。） 

 
５ 質疑・回答  

（１） 受付期間：公募開始日～令和 8 年５月８日（金）午後５時まで必着  
 （２） 質疑方法：FAX 又は電子メールにより、４の（１）に提出の上、電話で着信確認を

行うこと。  
 （３） 質疑様式等：様式は自由とするが、次の点に留意して記載すること。 

ア 件名は「ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通計画改定及び実証事業支援業
務に関する 質問」とすること。  

イ 質問者の会社名、部署名、役職・氏名、電話番号、FAX 番号及び電子メールアド 
レスを記載すること。  

 （４） 回答日：令和８年５月１３日（水）  
 （５） 回答方法：上記４（２）イの各自治体ホームページに掲載 

 
 ６ 応募書類  

（１）提出書類 
 ア 参加表明書（１部） 
 イ 企画提案書（１０部） 
 ウ 価格提案書（見積書）（１部） 
 エ 実施体制報告書（１０部） 
 オ 同種業務実績報告書（仕様書①、仕様書②）＜過去、類似の業務にかかわった中

で最もいい結果が得られたと考えるもの１件について、その業務概要と特色、最
終的にできあがった公共交通計画 等＞（各１０部） 

 カ 相楽東部地域の公共交通乗車レポート（１０部）※自由様式  
（２）提出された応募書類の取扱  

ア 提出された企画提案書は、本プロポーザルにおける契約の相手方の候補者の選定以
外の目的では使用しない。                                             

イ 提出のあった企画提案書は、選考を行う作業に必要な範囲において、複製を行うこ
とがある。  

ウ 提出された応募書類は返却しない。  
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７ 企画提案書の作成方法及び記載内容  
（１） 作成方法  

用紙は A4 版とする。A3 版を用いる場合は、A4 折り込みとし、1 枚 2 ページと
換算する。表紙、目次等を除いた実質的なページを、１０ページ以内とする。表紙
には、「ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通計画改定及び実証事業支援業務
企画提案書」と提案者名等を記すこと。  

（２） 記載内容  
提案書は、仕様書の内容によるものとするほか、方針、工程、実施体制、調整・打
合せなどの業務の進め方について簡潔明瞭に記載すること。 提案価格に含まれな
い、別途費用を必要とする提案は受け付けない。  

 
８ 価格提案書の作成方法 

別添仕様書記載の業務内容により業務項目毎に見積もりの上、作成すること。       
また、業務項目毎に内訳書を作成すること。 

 
９ 評価方法等  
（１） 評価基準  

別添「ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通計画改定及び実証事業支援業務に
係る提案書評価基準（以下、評価基準という。）」のとおり  

（２） プレゼンテーション及びヒアリングの実施  
企画提案書及び価格提案書について、プレゼンテーション及びヒアリングを実施す
る。  
日時：５月２５日（月） ※時間は別途連絡します。  
場所：笠置町産業振興会館 １階研修室  

（３） 評価方法 
企画提案書、価格提案書、プレゼンテーション及びヒアリングについて、評価基準に 
基づいて評価する。  

（４） 候補者の選定方法  
ア 失格者を除いた者の内、（３）の総合点が最も高い者を、契約の相手方の候補者と 

して選定する。  
イ 最高点の者が複数の場合は、価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の

候補者として選定する。  
ウ また、参加者が 1 者の場合でも評価を実施し、候補者を選定する。  

（５） その他 次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。  
ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合  
イ 本説明書に示した提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合  
ウ 価格提案書の金額が２（４）の委託上限額を超える場合  
エ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合  
オ 評価に係る構成員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合  
カ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合  
 

１０ 選定結果の通知・公表  
候補者選定後、参加者全員に選定結果（選定、非選定）を通知する。  

 
１１ 契約手続  
（１）契約交渉の相手方に選定された者と令和８年６月１２日（金）を目途に、委託契約を締

結する。  
（２）受託者は契約金額の 100 分の 10 の額の契約保証金を契約と同時に納付しなければな 

らない。ただし、地方自治法施行令第 167 条の５又は第 167 条の 11 に規定する資格
を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去２年間に国又は地方自治体も
しくはこれらに類する団体等と、当該契約と種類を同じくすると認められ、かつ、規模
が同等以上である契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、か
つ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるときは免除する。 

（３）契約代金の支払いについては、精算払いとする。 



  
１２ その他  
（１）参加表明書の提出後に辞退する場合は、書面により届け出るものとする。 

 （２）参加表明書を提出した後、協議会が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めること 
がある。  

（３）提出書類の作成、提出、ヒアリング及びプレゼンテーション等に要する経費は、提案
者の負担とする。  

 

１３ 選定スケジュール  

 項目 期日・期限 備考 

1 仕様書等の公開 公募開始日～５月１５日（金） 自治体 HP 

2 質問書の受付期間 公募開始日～５月８日（金） 電子メール 

3 質問の回答 5 月１３日（水） 自治体 HP 

4 応募書類の提出期間 公募開始日～５月１５日（金） 持参又は郵送 

5 プレゼンテーション等の実施 ５月２５日（月） 別途連絡 

6 審査結果通知 ５月２９日（金）まで 参加者に通知 

 


